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◇
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
九
号
）
の
あ
ら
ま
し

（
厚
生
労
働
省
）

１

医
薬
品
の
販
売
制
度
に
関
す
る
事
項

店
舗
販
売
業
の
許
可
は
、
薬
剤
師
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
試
験
に
合
格
し
、
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
販

（一）
売
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
そ
の
他
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
体
制
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
等

を
要
件
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
等
が
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
六
条
関
係
）

配
置
販
売
業
の
許
可
は
、
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
一
般
用
医
薬
品
の
配
置
販
売
の
体
制
に

（二）
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
〇
条
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
般
用
医
薬
品
（
動
物
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
を
そ
の
副
作
用
等
に
よ
る
健
康
被
害
が
生
ず
る
お

（三）
そ
れ
の
程
度
に
応
じ
て
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類

医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
六
条
の
三
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ
に
必
要
な
資
質
を
有
す
る
こ
と
を
確
認

（四）
す
る
た
め
に
試
験
を
行
い
、
そ
れ
に
合
格
し
た
者
を
登
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
六
条
の
四
関
係
）
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薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
（
以
下
「
薬
局
開
設
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
類
医
薬
品
は

（五）
薬
剤
師
に
よ
り
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
は
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
販
売
等
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
六
条
の
五
関
係
）

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
等
に
関
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項
（
第
三
六
条
の
六
関
係
）

（六）

薬
局
開
設
者
等
は
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
等
す
る
場
合
に
は
、
薬
剤
師
を
し
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必

（１）
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

薬
局
開
設
者
等
は
、
第
二
類
医
薬
品
を
販
売
等
す
る
場
合
に
は
、
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
を
し
て
、
そ
の
適
正
な

（２）
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

薬
局
開
設
者
等
は
、
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
た
者
等
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者

（３）
を
し
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

指
定
薬
物
に
関
す
る
事
項

薬
事
法
の
目
的
に
指
定
薬
物
の
規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

（一）

興
奮
等
の
作
用
を
有
す
る
蓋
が
い
然
性
が
高
く
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
薬
物
を
指
定
薬
物
と

（二）
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し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
第
一
四
項
関
係
）

指
定
薬
物
に
つ
い
て
、
医
療
等
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
の
製
造
、
輸
入
等
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（

（三）
第
七
六
条
の
四
関
係
）

指
定
薬
物
に
つ
い
て
、
医
療
等
の
用
途
に
使
用
す
る
者
を
対
象
と
し
て
行
う
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
広
告
を
禁
止
す
る
こ

（四）
と
と
し
た
。
（
第
七
六
条
の
五
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
薬
物
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
品
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物

（五）
品
を
製
造
等
す
る
者
に
対
し
、
当
該
物
品
が
指
定
薬
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
及
び
検
査
の
結
果
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
当
該
物
品
の
製
造
等
を
禁
止
す
る
こ
と
を
併
せ
て
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
六
条
の
六
関
係
）

３

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。


